
○

会

計

検

査

院

規

則

第

三

号

 

 

会

計

検

査

院

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

七

十

三

号

）

第

二

十

四

条

の

規

定

に

基

づ

き

、

計

算

証

明

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

次

の

よ

う

に

定

め

る

。

 

 

令

和

八

年

五

月

二

十

二

日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

会

計

検

査

院

長

 

原

田

 

祐

平

 

  
 

 

計

算

証

明

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

 

計

算

証

明

規

則

（

昭

和

二

十

七

年

会

計

検

査

院

規

則

第

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

五

号

の

二

書

式

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 



第五号の二書式(第三十九条関係) 

給  与  証  明  書 

(支給日  月  日) 

参  考  

１ この証明書は、主任資金前渡官吏、分任資金前渡官吏又は出納員の支払った給与について、当該出納職員ごと

に作成すること。ただし、資金前渡官吏が給与の支払だけ又は給与及び児童手当の支払だけを行う出納員の取り

扱った計算を併算して計算証明をする場合には、当該出納員の支払った分を所属の主任資金前渡官吏又は分任資

金前渡官吏の分に含めて作成することができる。この場合においては、出納員別の差引支給額を備考欄に記入す

ること。 

２ 給与簿制度の適用される一般職の職員の給与の分とその他の職員の給与の分とは、区分して作成すること。 

３ 給与の振込み又は隔地払のため日本銀行に資金を交付した場合には、 振込みの分については、その員数及び振

込額を、隔地払の分については、その員数及び送金額を、それぞれ備考欄に記入すること。 

４ 控除額の払込みに対する領収証書は、この証明書のほかに提出すること。 

項      目 金      額 備      考 

 

 

 

 

 

給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

額 

 

 

 

 

職 員 基 本 給 
円  

内 

 

訳 

職 員 俸 給  

扶 養 手 当  

何々(「以下「目の細分」に

よる。) 

 

  

職 員 諸 手 当  

内 

 

 

訳 

管 理 職 手 当  

初 任 給 調 整 手 当  

通 勤 手 当  

何々(「以下「目の細分」に

よる。) 

 

  

超 過 勤 務 手 当  

短 時 間 勤 務 職 員 給 与  

内 

 

 

 

 

訳 

定年前再任用短時間勤務職

員給与 

 

暫定再任用短時間勤務職員

給与 

 

任期付短時間勤務職員給与  

何々(「以下「目の細分」に

よる。) 

 

  

何々(「以下「目」による。)  

内 

 

訳 

何々(「以下「目の細分」に

よる。) 

 

  

  

計  

 

 

 

控 

 

 

除 

 

 

額 

 

 

 

 

社

会 

保

険

料 

 

共 済 短 期 掛 金  

介 護 掛 金  

子ども・子育て支援掛金  

退 職 等 年 金 掛 金  

厚 生 年 金 保 険 料  

何 々  

  

税 

所 得 税  

何 々  

  

何 々  

  

計  

差 引 支 給 額  

差引支給額は、何某ほか何名に給与として支払ったことを証明する。 

年  月  日   職官 氏  名 



 
 

 

附

 

則

 

 

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

し

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

計

算

証

明

規

則

の

規

定

は

、

令

和

八

年

度

分

以

降

の

計

算

証

明

に

つ

い

て

適

用

す

る

。

 



新旧対照 

◎計算証明規則（昭和２７年会計検査院規則第３号）（抄） 

破線で囲んだ部分が改正部分  

改 正 後 改 正 前 

（前渡資金出納計算書の証拠書類） 

第三十九条 前渡資金出納計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。 

一 領収証書（出納官吏事務規程第四十八条又は第五十二条第一項から第三項ま

での規定により日本銀行に送金又は振込みの請求をした場合は、日本銀行の領

収証書、国庫内移換のため日本銀行に国庫金振替書を交付した場合は、日本銀

行の振替済書）。ただし、領収証書を得難いときは、その事由、支払先及び支

払金額を明らかにした資金前渡官吏の証明書 

二～六 （略） 

２ 国家公務員の給与又は児童手当については、前項第一号の領収証書（当該領収

証書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。）に代えて、給与証明書

（第五号の二書式）又は児童手当支払証明書（第五号の三書式）によることがで

きる。 

３～５ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（前渡資金出納計算書の証拠書類） 

第三十九条 （同左） 

一 （同左） 

 

 

 

 

二～六 （同左） 

２ （同左） 

 

 

 

３～５ （同左） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第五号の二書式(第三十九条関係) 

給  与  証  明  書 

(支給日 月 日) 

項       目 金  額 備  考 

給 

与 

額 

（略） 円  

  

計  

 

 

 

 

 

控 

 

 

 

除 

 

 

 

額 

 

 

 

 

 

社 

会 

保 

険 

料 

共 済 短 期 掛 金  

介 護 掛 金  

子 ど も ・ 子 育 て 支 援 掛 金  

退 職 等 年 金 掛 金  

厚 生 年 金 保 険 料  

何 々  

  

税 

所 得 税  

何 々  

  

何 々  

  

計  

差 引 支 給 額  

差引支給額は、何某ほか何名に給与として支払ったことを証明する。 

   年  月  日   職官   氏    名     

参 考 

１～４ （略） 

第五号の二書式(第三十九条関係) 

給  与  証  明  書 

(支給日 月 日) 

項       目 金  額 備  考 

給 

与 

額 

（同左） 円  

  

計  

 

 

控 

 

 

除 

 

 

額 

 

 

共済 

組合 

短 期 掛 金  

介 護 掛 金  

退 職 等 年 金 掛 金  

厚 生 年 金 保 険 料  

所 得 税  

何 々  

  

計  

差 引 支 給 額  

差引支給額は、何某ほか何名に給与として支払ったことを証明する。 

   年  月  日   職官   氏    名     

参 考 

１～４ （同左） 

 


